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徳
島
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
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任
用
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に
関
す
る
規
程
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一
部
を
改
正
す
る
規
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を
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よ
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に
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。
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東

安
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徳
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度
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員
の
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等
に
関
す
る
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程
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を
改
正
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規
程

徳
島
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

職
の
区
分

職
務
の
内
容

高
度
業
務

上
司
の
命
を
受
け
、
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
で
あ
っ

て
、
重
要
施
策
又
は
重
要
事
業
の
推
進
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
。

準
高
度
業
務

上
司
の
命
を
受
け
、
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事

す
る
。

専
門
業
務

上
司
の
命
を
受
け
、
専
門
的
な
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従

事
す
る
。

一
般
業
務

上
司
の
命
を
受
け
、
業
務
に
従
事
す
る
。

補
助
業
務

上
司
の
命
を
受
け
、
補
助
的
な
業
務
に
従
事
す
る
。

技
能
労
務

上
司
の
命
を
受
け
、
技
能
労
務
に
従
事
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２

会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
そ
の
他
こ
の
規
程
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
準
備
行
為
は
、
こ
の
規

程
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


